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参 考 ： 関 係 す る 法 令

建 築 基 準 法 （昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号）

（ 卸 売 市 場 等 の 用 途 に 供 す る 特 殊 建 築 物 の 位 置 ）

第 五 十 一 条

都 市 計 画 区 域 内 に お い て は 、 卸 売 市 場 、 火 葬 場 又 は と 畜 場 、 汚

物 処 理 場 、 ご み 焼 却 場 そ の 他 政 令 で 定 め る 処 理 施 設 の 用 途 に 供 す

る 建 築 物 は 、 都 市 計 画 に お い て そ の 敷 地 の 位 置 が 決 定 し て い る も

の で な け れ ば 、 新 築 し 、 又 は 増 築 し て は な ら な い 。 た だ し 、 特 定

行 政 庁 が 都 道 府 県 都 市 計 画 審 議 会 （ そ の 敷 地 の 位 置 を 都 市 計 画 に

定 め る べ き 者 が 市 町 村 で あ り 、 か つ 、 そ の 敷 地 が 所 在 す る 市 町 村

に 市 町 村 都 市 計 画 審 議 会 が 置 か れ て い る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 市

町 村 都 市 計 画 審 議 会 ） の 議 を 経 て そ の 敷 地 の 位 置 が 都 市 計 画 上 支

障 が な い と 認 め て 許 可 し た 場 合 又 は 政 令 で 定 め る 規 模 の 範 囲 内 に

お い て 新 築 し 、 若 し く は 増 築 す る 場 合 に お い て は 、 こ の 限 り で な

い 。

（ 用 途 の 変 更 に 対 す る こ の 法 律 の 準 用 ）

第 八 十 七 条

２ 建 築 物 （ 次 項 の 建 築 物 を 除 く 。） の 用 途 を 変 更 す る 場 合 に お

い て は 、 第 四 十 八 条 第 一 項 か ら 第 十 三 項 ま で 、 第 五 十 一 条 、 第 六

十 条 の 二 第 三 項 及 び 第 六 十 八 条 の 三 第 七 項 の 規 定 並 び に 第 三 十 九

条 第 二 項 、 第 四 十 条 、 第 四 十 三 条 第 二 項 、 第 四 十 三 条 の 二 、 第 四

十 九 条 か ら 第 五 十 条 ま で 、 第 六 十 八 条 の 二 第 一 項 及 び 第 五 項 並 び

に 第 六 十 八 条 の 九 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 条 例 の 規 定 を 準 用 す る 。
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建 築 基 準 法 施 行 令 （昭和二十五年十一月十六日政令第三百三十八号）

（ 位 置 の 制 限 を 受 け る 処 理 施 設 ）

第 百 三 十 条 の 二 の 二

法 第 五 十 一 条 本 文 （ 法 第 八 十 七 条 第 二 項 又 は 第 三 項 に お い て 準

用 す る 場 合 を 含 む 。） の 政 令 で 定 め る 処 理 施 設 は 、 次 に 掲 げ る も の

と す る 。

１ 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 昭 和 四 十 六 年 政

令 第 三 百 号 。 以 下 「 廃 棄 物 処 理 法 施 行 令 」 と い う 。） 第 五 条 第 一 項

の ご み 処 理 施 設 （ ご み 焼 却 場 を 除 く 。）

（ 卸 売 市 場 等 の 用 途 に 供 す る 特 殊 建 築 物 の 位 置 に 対 す る 制 限 の 緩 和 ）

第 百 三 十 条 の 二 の 三 法 第 五 十 一 条 た だ し 書 （ 法 第 八 十 七 条 第 二 項 又

は 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） の

規 定 に よ り 政 令 で 定 め る 新 築 、 増 築 又 は 用 途 変 更 の 規 模 は 、 次 に 定 め る も

の と す る 。

五 法 第 五 十 一 条 た だ し 書 の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け た 汚 物 処 理 場 若 し く

は ご み 焼 却 場 そ の 他 の ご み 処 理 施 設 の 用 途 に 供 す る 建 築 物 又 は 法 第 三 条 第

二 項 の 規 定 に よ り 法 第 五 十 一 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け な い こ れ ら の 用 途 に

供 す る 建 築 物 に 係 る 増 築 又 は 用 途 変 更

増 築 又 は 用 途 変 更 後 の 処 理 能 力 が そ れ ぞ れ イ 若 し く は ロ に 掲 げ る 処 理 能

力 の 一 ・ 五 倍 以 下 又 は 四 千 五 百 人 （ 総 合 的 設 計 に よ る 一 団 地 の 住 宅 施 設 に

関 し て 当 該 団 地 内 に お い て す る 場 合 に あ つ て は 、 一 万 五 千 人 ） 以 下 の も の

イ 当 該 許 可 に 係 る 建 築 又 は 用 途 変 更 後 の 処 理 能 力

ロ 初 め て 法 第 五 十 一 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る に 至 つ た 際 の 処 理 能 力
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和四十六年九月二十三日政令第三百号）

（ 一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 ）

第 五 条

法 第 八 条 第 一 項 の 政 令 で 定 め る ご み 処 理 施 設 は 、 一 日 当 た り の

処 理 能 力 が 五 ト ン 以 上 （ 焼 却 施 設 に あ つ て は 、 一 時 間 当 た り の 処

理 能 力 が 二 百 キ ロ グ ラ ム 以 上 又 は 火 格 子 面 積 が 二 平 方 メ ー ト ル 以

上 ） の ご み 処 理 施 設 と す る 。
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